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○吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、家庭におけるICTを活用した学習環境整備の促進を図ることを目的と

し、児童又は生徒（それぞれ学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）

第１８条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、吉岡町立小中学校に在学する者をいう。

以下同じ。）の保護者（法第１６条に規定する保護者をいう。以下同じ。）が、オンラ

イン学習を行うために、通信環境を新たに整備した際に予算の範囲内で交付する吉岡町

児童生徒家庭通信環境整備支援金（以下「支援金」という。）の交付に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「通信環境」とは、情報端末機器等を、インターネットに接続

することができる環境（無線通信を行うものに限る。）をいう。ただし、通話可能端末

設備を接続点として設定し、通信を中継するものを除く。 

（交付対象者） 

第３条 支援金を受けることのできる者は、児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

(1) 通信環境が未整備である世帯の世帯員であり、自らの監護に係る児童又は生徒がオ

ンライン学習を行うための次に掲げる要件の全てを満たす通信環境を新たに整備した

ものであること。 

ア 児童又は生徒の属する世帯の通信環境の整備であること。 

イ 常時毎秒１メガビット以上の速度での通信を行うことのできる通信環境であるこ

と。 

ウ 通信環境の整備が令和７年３月３１日までに完了すること。 

(2) 町税を滞納していない者であること。 

（支援金の交付回数） 

第４条 支援金の交付を受けることができるのは、交付対象者が属する世帯につき１回限

りとする。 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、５，０００円とする。 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、通信環境

の整備後に吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付申請書兼実績報告書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて、通信環境の整備が完了した日から起算して１年を経過

した日又は令和７年３月３１日のいずれか早い日までに教育長に提出しなければならな

い。 

(1) 通信環境の整備の内容が分かる書類の写し 

(2) 通信環境の整備が完了した日の分かる書類の写し 

(3) 通信環境の整備に要した費用の分かる書類の写し 

(4) 前号の費用の領収書の写し 

(5) その他教育長が必要と認めた書類 
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（支援金の交付決定及び交付） 

第７条 教育長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、支援金の交付の

可否を決定するものとする。 

２ 教育長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、吉岡町児童生徒家庭通信環境

整備支援金交付決定及び確定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するとと

もに、支援金を当該申請者の指定する金融機関に振り込む方式により支払うものとする。 

３ 教育長は、第１項の規定により不交付の決定をしたときは、吉岡町児童生徒家庭通信

環境整備支援金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者に通知するものと

する。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 教育長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定

者」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

(3) その他教育長が不適当と認めたとき。 

２ 教育長は、前項の規定により、交付決定を取り消したときは、吉岡町児童生徒家庭通

信環境整備支援金交付決定取消通知書（様式第４号）により、当該交付決定者に通知す

るものとする。 

（支援金の返還） 

第９条 教育長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部

分に関し、既に支援金が支給されているときは、吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援

金返還通知書（様式第５号）により支援金はその相当額の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１０条 支援金は、児童及び生徒の保護者が、新たに整備した通信環境に係る費用に対

する支援のみを目的とし、整備後の使用等については一切の責務を負わないものとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和２年７月２２日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第８条及び第９条

の規定は、同日後もなおその効力を有する。 

附 則（令和３年教委訓令第４号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付要綱の規定は、

令和３年４月１日以後に完了した通信環境の整備について適用し、同日前に完了した通
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信環境の整備については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年教委訓令第９号） 

（施行期日） 

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の吉岡町児童生徒家庭通信

環境整備支援金交付要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 

 


